
 

和歌山県発達障害者支援センター ポラリス  

機関コンサルテーションのご案内 

 

和歌山県発達障害者支援センターポラリスでは、県内の保育・療育・教育・就労・生活現場に出向き、

発達障害のある方の問題行動等について課題分析や支援方法の検討をサポートしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪利用の流れ≫ 

お申込み・必要書類の発送        まずはお電話でお申込み受付します。訪問日を調整し依頼書等の 

必要書類を郵送又はメールさせていただきます。 

 

事前打ち合わせ           行動観察当日に対象者の様子をお伺いします(約 10分程度) 

 

初回訪問・支援方法検討        ご希望の時間帯に合わせて行動観察します 

                        観察後、課題整理及び支援方法の検討を一緒に行います 

 

初回コンサルテーション結果報告     対象者の観察場面や結果・助言概要を作成します 

 

実践結果報告           各機関から実践経過を報告していただきます 

 

フォロー（2回目）訪問         行動観察及び実践内容をお伺いし、必要に応じて再検討します 

 

                                                         

＊基本的には１回のお申込みにつき、対象者１名とします 

＊対象者１名につき、コンサルテーション利用は年 2回(訪問はフォロー訪問を含め最大 4回)となります 

＊コンサルテーション利用終了後も電話やメール・ケース会議等、可能な限り相談対応させていただきます 

 

詳しくは、お電話でお問合せ下さい 

                                      和歌山県発達障害者支援センターポラリス 

                                                 TEL ０７３（４１３）３２００ 

【利用可能な機関】 

発達障害児者・発達障害の

疑いがある方の支援機関 

〈幼稚園・保育所・学校・ 

福祉サービス事業所 他〉 

【方 法】 

①支援機関を訪問し、対象者の行動観察をします 

②環境アセスメント及び課題整理をします 

③支援方法を支援者と共に検討します 

 

 

【対 象】 

発達障害児者 

発達障害特性のある方 

  

https://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_8090.html

